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発行 にあたって

近年、経済社会のソフ ト化 ・サービス化が進む中で、無体財産権あるいは知的所有権の

拡が りは著 しいものがある。文化の発展、技術の進歩は、単に無体財産の財産価値の増大

をもたらすのみならず、権利の多様化複合化も進んでいる。そこで、無体財産権の権利者

保護の必要性は、従前以上に高まってきているが、一方において、その性格か らして、権

利者から運用ニーズが増大するとともに、社会的、公共的利用の要請 も強 くなりつつある。

このような状況に鑑み、当財団では、信託 という仕組みを使って、より有効な保護 ・運

用の形態が考 えられないか との観点で、調査研究を行 い、去る昭和63年9月 に 「無体財産

の信託の可能性に係る基礎調査」の報告 を取 りまとめたところであるが、引続き別紙記載

の委員会により、その問題点、課題について検討 を進めてきた。

本報告書は、この委員会における意見交換 をふまえた、清水幸雄駿河台大学教授の 「著

作権に関する仲介業務法 と信託業法」と、新井誠国学院大学教授の 「信託法理か らみた無

体財産権の信託」 との二編の論文から成 っている。いずれも、今後信託が無体財産権の保

護 ・運用に資する上で、貴重な指針となるものと思われる。

最後に、ご多用中にもかかわらずヒア リング等の情報収集に際しご協力いただいた関係

各位、並びに本委員会の研究にご尽力いただいた委員の各位に心か ら感謝申し上げる。

平成3年4月

財団法人 トラ ス ト60
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著作権に関す る仲介業務法 と信託業法

清 水 幸 雄



第1章 仲介業務法による著作権の信託

1-1著 作権信託が求め られた歴史的経過

著作物の利用が、国際交流の発展により国境を越えて多岐的に、かつ機械技術の急速な

発展によって大量に行われるようになると、著作権者が多くの利用者 と個別に著作物利用

契約 を結ぶことは実際上困難が伴 う。例えば、無断利用に対 して権利を行使するとしても、

著作権者が無断利用者をいちいち探 し出すことは実際上不可能であり、著作者にとっては

時間がかかることから創作活動の妨げになることも少 なくない。他方、利用者側 にとって

も著作権者をいちいち探さなければならないとすれば急ぎの利用には間に合わず、 また著

作者の死亡などにより権利者自体の存在が不明の場合 などに、著作権者との契約なしには

著作物 も利用できないとすると、かえって著作権法の理念である文化の発展の妨げになる

事態も生 じ得 る。このような事 態の解決のために考 えられて きたのが、著作権者 と利用者

側の中間にたって、多数の著作権者から著作権行使の委託を受けて集中的に管理 し、利用

者 との個別交渉に応 じ、侵害に対 して権利を行使するという機関を設置する方法である。

わが国で著作権に関する仲介業務団体が本格的に登場 したのは、昭和14年 に制定された

「著作権二関スル仲介業務二関スル法律」(以下「仲介業務法」という)に よる 「社団法人大

日本音楽著作権協会」(現 在の社 団法人日本音楽著作権協会)と 、「社団法人大 日本文芸著

作権保護同盟」(現 在の社団法人日本文芸著作権保護同盟)の 設立であった。それ以前も、

仲介業務を行 う者がなかったわけではないが、その活動領域 も、規模、利用度も限 られた

もので、先行する欧米諸国の仲介機関に比べ極めて劣弱なものにすぎなかった。

この仲介業務法の制定の直接の趣旨は、おおむね次のようなものであった。

まず第一に、わが国において外国の著作物を利用するにあた り、著作権者が自ら、ある

いはその代理人を通 じて直接に権利行使 をすることを防ぎ、著作物の利用の簡易化 を計る

こと。これは当時のプラーゲ事件(注)を背景に、外国の著作物を保護 しないという批判を免

れつつ、わが国の欧風化の促進 を妨げるような権利行使からできるだけ自由になるという

要請に基づ くものであった。

(注)プ ラーゲ事件については、大家重夫 『プラーゲ旋風』昭和49年 ・黎文社、および
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同『ニ ッポン著 作権 物語』昭和56年 ・出版 開発社 、に詳 しい。

第二に、著作物利用の許諾は、わが国の主務官庁の許可にかかる公的な著作権団体(権

利者団体)を 通 じてのみで足 り、しかも著作権使用料は個人ベースの契約によらず、その

団体が定める使用料 を支払 うことによって権利処理 を可能にすること。これも、当時のわ

が国の国情にあった低廉な使用料で外国著作物の自由利用 を行 うという要請を解決 しよう

とするものであった。

昭和46年 に現在の著作権法が施行されたが、その際仲介業務制度のあり方についても著

作権制度審議会に第6小 委員会が設けられ議論が行われた。そこでは、第一に、他人の財

産権を管理するものであることから、その業務の基礎が確実であり、その運営が公正に行

われるものでなければならないこと。第二に、仲介機関の設立をその機能に即するよう規

制すること。第三に、著作権の集中的管理か ら生ずる強大な機能について、その行使の適

正 を期し、著作物の利用の円滑化を計る必要があること。第四に、著作権者の保護および

文化の普及、発達に資するよう堅実な仲介機関の育成を計る必要があること、などを理由

に従前通 りの規制が存続することになった。 ここでの特徴は、昭和14年 の仲介業藩法が著

作権者に対してよりも利用者の保護に重点 を置いているのに対し、現在では著作権者の権

利保護の観点から規制の必要性があることを認め るに至ったことである。しかし、ここで

の問題点をあげれば、 まず第一点については運営の公正は文化庁長官の許可する公益法人

によってのみ維持 されるものであるのか。仲介機関に個性があってはいけないものか。第

二点にっいてはコンピューターによるネットワー クが完備 し得 る今 日において、仲介機関

が一業種一団体である必然性があるのか。著作権者にとって実質的に団体加入の強制にな

らないか。第三点については権利行使の適正化 とは著作物 ・著作者の個性は無視するとい

うことで良いのか。著作物 ・著作者の個性に応 じた管理は不可であるのか。第四点につい

ては、仲介機関のす る著作権者の保護は利用料の徴収というレベルに止まって良いのか。

積極的な利用の促進 という機能や、処分機能はなくても良いのか、など仲介機関が、今 日

の著作物およびその利用の多様化にどこまで対応できるのかが問われることになるであろ

う。

1-2仲 介業務法による著作権信託
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仲介業務法第1条 は、第1項 で 「本法二於テ著作権二関スル仲介業務 ト称スルハ著作物

ノ出版、翻訳、興業、放送、映画化、録音其 ノ他ノ方法二依ル利用二関スル契約二村著作

権者ノ為二代理又ハ媒介 ヲ業 トシテ為スヲ謂フ」 と定め、「代理又ハ媒介」業務 をまず原則

にあげ、次いで第2項 で 「著作権ノ移転 ヲ受ケ他人ノ為ニ一定 ノ目的二従 ヒ著作物 ヲ管理

スルノ行為ヲ業 トシテ為スハ之 ヲ著作権二関スル仲介業務 ト看倣ス」 と定め、「看徹 し」仲

介業務 として著作権の信託の引き受けがここに包含 されることを定めている。

現実には、著作権者が著作権の仲介業務団体 と個別に代理権設定契約を締結 し、仲介業

務団体が代理権に基づ き権利行使をすることは、文芸作品についての翻訳の許諾など利用

者の個性に着目して許諾がなされる場合や、外国の著作権者の著作物について、当該外国

の著作権管理団体 との契約によって管理が行われる場合 を除いては行われていない。この

理由としては、第一には仲介業務団体が著作物の個性に着 目せず大量の著作物 を一括 して

管理する体制をとっていること、第二には音楽著作物の放送あるいは演奏会による利用に

典型的にみられるように、利用に対 し著作者 ・著作物の個性に着 目せず専 ら時間的要素に

より経済価値 を把握する方法をとっていること、第三に著作権管理が無断使用の排除や料

金徴収を主たる業務 とし、かつ著作物利用の便宜 を優先 してきた仲介業務法の歴史的経過

から、個別権利者に とっての 「より良い」条件での積極的プロモーションを行 う制度にな

っていないことが考 えられる。著作者、著作物、利用者の個性に着 目した管理は、信託で

も勿論可能であるばか りか、むしろ相応しいと言えるのであるが、非個性的な管理を行 う

には代理は困難を伴 う場合があることは確かである。

そこで、現在の著作権の仲介業務は 「看徹 し」である信託による方法が主要な形態にな

っている。 もっとも、ここで考 えられていた信託は、信託法弟1条 による信託の定義 とは

必ず しも一致するものではない。すなわち、信託法は受託財産の管理のみでな く処分につ

いても規定 しているが、仲介業務法は著作物の利用についての許諾 と料金徴収などの 「管

理」についてのみ規定 している。業務の内容 として管理のみが予定されており、仲介業務

により著作権 自体 を処分することは本来の任務に反す ると考えられていたようである。音

楽 ・文芸のような伝統的著作物を念頭においた場合は、原著作者以外の者が信託的にであ

るにせよ譲渡 を受けて処分行為 を行 うことは考えに くいとしても、それは無理はなかろう。

また、現行法令上仲介業務の対象とされている著作物は 「小説」、「脚本」、「楽曲を伴 う場

合の歌詞」、「楽曲」の4種 類に限定されてお り、これら伝統的な著作権の仲介業務は、著
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作権は著作者にあることを前提 としてその管理だけを委ねるものであり、権利 自体の処分

は著作者 自らが権利の譲渡の方法で実現す ることができるか らと考 えられたものであろ

う。

しかし、科学技術の発展は音楽や文芸のような伝統的著作物概念には収まらない著作物

を出現させていることは周知の通 りである。例えば、映画や コンピューター ・プログラム

の開発など多額の開発資金を必要とするものについては、通常の譲渡の方法による個別の

販売ルー トの開拓だけでは不十分であり、例えば、信託の方法によって権利 を移転し、場

合によってはこれを証券化することによって資金回収のマーケットを拡大したり、あるい

は販売を委託するために仲介を求めることが考えられ る。昭和14年 の仲介業務法の制定 当

時 も、著作権者が必ず しも財政方面に明るくないことを理由に 「処分」も含めたほうが良

いと指摘する意見 もあったほどで、必ずしも現行の規制が常に著作権者の利益になるかど

うかは疑わしい場合 もある。例 えば、現行法のいう 「楽曲」は、通常演奏会やカラオケな

ど実演を通じて利用されることを前提にしているものであるが、 コンピューター ・ゲーム

の中に含まれている楽曲は、通常それ以外の ところで利用 されることを予定 していない。

とす るとソフ トウェアの複製の許諾 と共に権利処理すれば十分 ということになる。楽曲の

演奏会利用などを前提にした日本音楽著作権協会に加入しても通常の利用料の分配にあず

かれないので、そこには加入 しないことになる。すると、この楽曲をある放送局が利用 し

たとすると個別に権利行使するしか方法がなくなる。 また、最初に音を固定 した者 として

「レコー ド製作者」 としての保護を受け得るとしても、日本 レコー ド協会のみが指定団体 に

なっているので、これに加入 しなければ二次的使用料の請求権が行使できない(著 作権法

第97条)な どの問題が生 じている。

1-3仲 介業務法の適用のない著作権信託

前述の通 り 「小説」、「脚本」、「楽曲を伴 う場合の歌詞」、「楽曲」の4種 類以外の著作物

については仲介業務法の適用はない。従 って、この4種 類以外の著作物については信託契

約による著作権の管理 ・処分は自由にできるばか りか、4種 類の著作物についても処分 目

的の信託なら同様に自由にできるわけである。昭和14年 の仲介業務法の制定当時は、将来

的にはこの著作物の範囲を逐次拡大することも考 えられていたようであるが、現実には今

日に至るまでこの点に関する改正の動きはなかった。
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そこで、仲介業務法 の適用のない著作権信託 の一例 をあげてみ る。 あ るコンピュー ター

のユーザーが ソフ トハ ウスにプロ グラムの作 成 を委託 した とす る。 ソフ トハ ウスがユーザ

ー に提供す ることにな るのは、いわゆ るオブ ジェク ト ・コー ドのみで ソース ・コー ドは通

常開示 しない。 ユーザーはソース ・コー ドを知 らな くともプ ログラム を利用 す ることはで

きるし、 ソフ トハ ウスは企業秘密であ るソー ス ・コー ドは開示 した くないはずであ る。 こ

のユーザー とソフ トハ ウスの関係が順調 に進 めば何 も問題 はないが、使 用 して いるうちに

事情が変わ ってプ ログラムの変更が必要 にな った時に、 ソフ トハ ウスが倒産 す るな どして

ソー ス ・コー ドが不明に なった り、あ るいは債 権者に よる差押 え ・譲渡 などに よって第三

者に権利が帰属 して しまうことがあ りうる。 こうした場合、ユーザーが再 度 多額 の費用 を

負担 してプ ログラムの再開発 を委託せ ざるを得 な くな る事態 を回避 し、 ソース ・コー ドへ

のア クセス を保証 す る必要 がある。他方、 開発者であ るソフ トハ ウスには企業秘密 を保証

す るこ とも必要で、 この問題 を解決す るために第三者機 関にソース ・コー ドを保管(受 託)

させ る方法が考 え られて いる。 こうした ソース ・コー ドの信託 を行 う場合 、信 託契約 によ

って受託者 はソー ス ・コー ドの秘密の維持 のほか、プ ログラムの修 正 ・変更が必要 な場合

は、 ソフ トハ ウスに修 正 ・変更 させ最新 の もの をユーザー に提供す る義務 を負 うことにな

るが、 この信 託 に よってユーザーに ソー ス ・コー ドへのア クセスが保証 され ることになる

わけである。

このよ うな信託 には、仲介業務法の適 用は ない。従 って、信 託法 お よび信託業法 が許す

ものであれ ば、著作権 の一つであるコンピュー ター ・プログラムな どについて業 として信

託が活用 され るこ とになるのである。
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第2章 信託業法における著作権の取扱

2-1信 託業法と仲介業務法の関係

仲介業務法は、信託業法第1条 および第2条 の特別規定 として位置付けられる。従 って、

信託業法上、著作権の信託が許されるか否かにかかわらず、著作権に関する信託が仲介業

務 と看倣される限り、信託業法第1条 および第2条 の適用はないと考えられることになる。

こうした立法が信託業法の改正 という形を採 らず、特別立法 としてなされた理由には、

次のことが考えられる。

まず第一には、当時著作権は新聞出版の統制 を行 う内務省警保局図書課の管掌下にあり、

著作権の仲介業務 をす る者に対する許可、著作物の使用料の認可を含め一切の事業監督は

内務省に服することになっていたのに対 し、信託業法は大蔵省の管掌下にあったこと。第

二に権利者団体による仲介機関の育成が要望 されたこと。

しか し、仲介業務法の制定の趣旨は別にしても信託業法の改正が伴わなかった理由は明

らかではない。まず 「著作権に対する侵害」を防止することが目的であれば、権利行使が

仲介業務団体の営利性によっておろそかになるということは言えないし、仲介業務団体の

営利 ・非営利を問題にする理由に もならない。また、著作物ごとに一団体に限ることは明

文上根拠がないし、立法起草者自身 も疑義のあることを確認 していた。仮に一業種一団体

にす るにしても立法当時の著作者に対する認識は 「著作家 ト云フモノハ其ノ性質上、余 り

ヤカマシク権利ノ主張ヲ致スコ トニハ不精ナ者デア リ…将来 日本ノ作家ヲ保護スル必要が

起ツテ来ルノデアッテ、ソレが為ニハ作家 自身デハ出来マセヌカラ」(第74回 帝国議会衆議

院映画法案委員会議録(速 記)第7回(昭 和14年3月17日)鶴 見祐輔委員発言)と 言う程

度のものであったことか ら、権利の管理能力を言うのであれば著作物の創作能力とは直接

の関係はない筈であるし、著作者以外の管理能力を持った複数の団体などを排除す る理由

が不明であると言うべ きであろう。

2-2信 託業における著作権の取扱

前述のとお り、現在信託会社が著作権の信託の引受けをすることができないのは、信託
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業法弟4条 が、信託会社が引受け を為 し得る財産から著作権 を除外 しているか らである。

仲介業務法は、信託業法が改正され信託会社が著作権の引受けをす ることを積極的に排除

しているものではないので、信託業法が改正されれば信託会社 も著作権の信託の引受けを

為 し得 るわけである。しかし、仲介業務法の規制対象 となっている前述の4種 類の著作物

についての同法の規制する管理 を信託で行 う場合は同法による許可が必要 となる。

現行信託業法の下では、信託会社は著作権 を信託で引受けることはできないが、信託以

外の次のような業務 として著作権 を管理す ることは可能である。即ち信託にっいては信託

業法による制限があるが、代理業務については制限はないからである。但 しこの場合 も仲

介業務法規制対象の4種 類の著作物について同法で規制する管理 を行 う場合には、同法に

よる許可が必要 となる。

第一に、信託業法第5条 第1項 第7号 イに基づ く代理事務 として、他人のために著作権

を取得 し、または処分する方法である。仲介業務法は著作物の利用に関す る契約を規制す

るものであるか ら、同法の規制対象 となっている前述の4種 類の著作物については著作物

を管理 しその利用を許諾することは、同法による許可なしにす ることはできないが、例え

ば、著作物の種類如何を問わず著作権 自体 を処分することを望む者について代理事務 とし

て買主を捜 し、あるいは逆に著作権の取得 を望む者の代理人として著作権者 と買取 りの契

約を為すことは可能である。伝統的な著作物、 とりわけ文芸や学術、音楽、美術の著作物

については、著作権 自体の売買のマーケットが成立することは一般的には考えにくいと思

われるが、映画やコンピューター ・プログラム、データ ・ベース等及び著作隣接権のうち

レコー ド製作者の権利などについては、比較的経済ベースで流通 しやすいものであるし、

又、伝統的な著作物であっても、著作権の相続人が、相続税の支払いその他の理由で権利

そのものの処分 を望む場合は、ここでの代理事務 として行 うことが可能である。

第二に、信託業法弟5条 第1項 第7号 ハに基づ く債権の取立の代理事務 として、著作権

使用料請求権や著作権侵害に対する損害賠償請求権に基づ く金銭の取立が可能である。著

作権使用料請求権等も債権であることは言 うまでもないから、ここでの 「債権の取立」に

該当す る。前述の4種 類の著作物については、仲介業務法の許可なしにその利用に関する

使用許諾がなしえないことは勿論であるが、既に成立 した契約等に基づいて使用料等の取

立にあたることは仲介業務法に触れるものではない。従って、例 えば、著作権について共

同相続人があ り特定の相続人にその管理権 を一本化できない場合、信託会社が共同相続人
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の代理人 として著作権使用料を取立てることは著作物の種類にかかわらずできるのであ

る。又使用料請求権 を信託で受託 して取立てることは勿論可能であり、実例 もあるようで

ある。

なお、代理業務 として管理 している場合、使用料等の履行に関し信託会社が訴訟行為の

できないことは言うまでもない。この点は、仲介業務法に基づいて仲介業務団体が代理す

る場合 も同様で、これは訴訟代理人の資格に関す る問題である。又その管理する著作権の

侵害があった場合、著作権者のためにその事実 を指摘 して、著作権者 を代理 して訴訟を弁

護士に依頼す ることを業 としてできるか、 という問題がある。形式的には、こうした行為

は仲介業務法第1条 第1項 に謂 う著作物の利用に関する契約についての代理行為でないこ

とは明らかなようであるが、仲介業務法の理解 としては、こうした行為 も 「利用二関スル

契約二付…」の中に含まれる趣旨であるとの考 え方もあるので、少 くとも同法の規制対象

の4種 類の著作権の管理に当っては著作権者本人に事実 を指摘するに とどめるのが妥当の

ようである。

第三に、信託業法弟5条 第1項 第7号 二に基づ く債務の履行の代理事務 として、著作物

の利用者を代理して 「債務の履行」を為すことができる。著作物の利用者の預金 口座から

著作権使用料を著作権者に支払う場合などが考えられる。又著作物の利用者が金銭信託等

の委託者 となり著作権使用料を著作権者に支払 うという形も考えられる。

2-3信 託業界に於ける著作権信託要望の経緯

前述の通 り、現行信託業法上は信託会社は著作権を受託す ることはできない。

ところで、信託業界としては、かな り古 くより信託業務拡充の見地か ら、この問題 を検

討 しているようである。 まず、昭和3年 には信託協会内に設置された信託制度調査委員会

調べに基づいて、大蔵大臣及び司法大臣に対 して次の文章を含む 「信託制度中改善事項」

と題する上申書 を提出している。

その内容は、

上 申 書

第4條 第三號中 「金銭債権」を 「金銭其 ノ他 ノ物又ハ有償鐙券 ノ給付 ヲ目的 トスル債

権」二改メ左ノー號 ヲ加フ

七 工業所有権及び著作権
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(理由)第 四條列記ノ動産又ハ不動産ノ信託 ヲ為サントスルニ當 リ先以テ其引渡シヲ目的

トスル債権 ノ信託ヲ必要 トす る場合ア リ、是 レ現行法ノ規定 ヲ狭 キニ失ス ト為シ金銭債権

ノ信託 ト共二動産、不動産又ハ有償讃券ノ給付ヲ目的 トスル債権 ノ信託ノ途ヲ開キ實際上

ノ必要二適合セシメンコトヲ期スル所以ナ リ

第七號所掲 ノ権利ハ何 レモ文化的性質ヲ有シ其ノ権利 ノ實施バー般 ノ福祉二資スル コト

勘 シ トセズ、然ルニ此程 ノ権利 ヲ有スル者ニシテ行使上 ノ困難ナルヲ慮 り其ノ権利 ヲ貴社

二信託セント欲スルモノ少カラズ、或バー朝其ノ権利者死亡スル等ノコトアレバ、遺族ハ

其ノ行使 ノ途 ヲ辮ヘズ折角 ノ権利 ヲ死蔵二了ラシムルノ外ナキが故二之ヲ信託會社二信託

シテ其 ノ享受及行使 ヲ全フセン トスルモノアリ、既二二、三 ノ信託會社ハ此ノ種信託ノ申

込ヲ受ケタルモ現行法 ノ制限二阻マレ之三鷹ズルコト能ハザルノ賞状ニアリ、依テ此等ノ

権利ノ信託ノ途ヲ開キ以テ社倉 ノ要求二適合セシメント欲ス(信 託協會所蔵 『昭和3年 記

録綴』)

この上 申書でいう二、三の事例が どの様なものであったかは不明である。相続 ・遺言等

に関連 して受託する財産の中に著作権等が含まれているケースを想像するのが時代的には

最 も妥当とも考 えられるが、この時点では昭和14年の 「著作権二関スル仲介業務二関スル

法律」は制定されていないので、あるいは信託会社 において著作権の仲介業務 を為 し得る

可能 性を探っていたのか も知れない。というのは、「著作権二関スル仲介業務二関スル法律」

が帝国議会に於ける審議に入る直前でもある昭和14年1月19日 に、信託協会は改めてこの

問題 を持ち出し、大蔵省、司法省に対 し上申書を提出している。即ち、それは

上 申 書

工業所有権及著作権ノ信託二関スル件

信託業法第四條中二工業所有権及著作権等ヲ追加スルコ トニ付 テハ同法が議會二提案セ

ラレタル當時 ヨリ業界ノ要望 シ来 りタル所二有之其ノ後二、三ノ信託曾祖二於テ信託 ノ申

込ヲ受ケタル實状二鑑 ミ業法改正二関シ昭和三年一月二十五 日附ヲ以テ大蔵大臣宛(民 事

局長 ノ分ニハ 「司法大臣宛」)上 申書ヲ提出致シ置候庭木ダ其ノ實現 ヲ見ズ候へ共近来社

倉 ノ進歩二従ヒ益此ノ種信託ノ必要ヲ感ジラレ候二付何卒速二業法改正方御詮議相成候様

御蓋力相煩度此段及上申候也
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というものである。

わが国の信託法が 目指 したもの、又信託法 ・信託業法の立法者達が考えたわが国信託業

が如何なるものであったかについてはここで論ずる余裕はない。 しかし、少 くとも昭和初

期の信託会社 は、金銭信託を中心 とする金融機関 としての活動 と共に信託法理 を利用 した

様々な財産の管理運用を行 っていたわけであるし、 もともと信託会社の業務範囲を限定す

ることは、信託会社に関する政策の問題であるといえるものであるから、信託は利用範囲

の広い多 くの社会的ニーズに対応できる制度であることを考えると、権利を保全 ・保護す

るための信託の対象 として、著作権あるいは工業所有権等の知的所有権が信託会社の業務

になりうるもの と考 えられたことは全 く理由のないことではない。少 くとも、現行信託業

法が英米法的な信託の土壌のないわが国において経済上の営業信託か ら出発 した経緯を考

えると、行政上監督 しやす く、かつ安全明確な範囲で、ごく一部の財産の信託に限定 ・規

制 した事情は理解できないわけではないとしても、その後社会的に価値のある財産権の信

託や、これによる事業の展開、新 しく発生 ・成長 した知的所有権等の信託がほとんど禁止

若しくは事実上できないまま残されたことか ら、信託業務の拡充を目指す信託業界 として

は仲介業藩法の制定等にみられる新 しい信託業発生に対 して一種の危機感 を感 じたであろ

うことが推測 される。とりわけ昭和14年 は第二次世界大戦の勃発の年でもあ り、次第に制

限される経済活動の中で、信託業界が自己の業務の維持 ・拡充を試みたであろうことも理

由としてあげられるであろう。また、この時代は 『特許権工業化信託会社構想』㈹ など知的

所有権についての別の角度か らの信託法理の利用が提唱されるなど、信託法理を用いる後

輩業種の出現の可能1生も一つの刺激になっているとも思われる。これらの信託業務拡大へ

の動 きは、第二次世界大戦の進行につれ議論 としても消滅 したようで、戦後 も業界 として、

少 くとも知的所有権の問題に関してはとりたてて目立った動きはなかったようである。

(注)著 作権 に関するものではないが、同 じく昭和14年 に、政府企画院によって、「特許

権工業化信託会社」なるものが提唱されている。これは、国家総動員法的な角度か ら、

資金 ・設備等の面で死蔵されている特許権等 を特殊会社若 しくは民間の信託会社に

「工業権」(実施権の趣旨か?一 筆者注)を 受託させ、信託会社が工業化できるか どう

か実用化試験をすることによって管理 し特許権等を工業会社に売却 ・処分するという

ものであり、特許権利者 とこの会社の間の法律関係に信託法理を利用するというもの
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である。伴蔵 人 「特許権工業化信託会社 の企 画一信託業 か ら見 ての感想」信託協会々報

第13巻 第4号(第72号 ・昭和10年)1頁 以下参照。 この企画 による信託 がいかなる も

のであったのか の検討 は将来 の課題 としたい。
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第3章 信託会社による著作権の信託と仲介業務

3-1信 託会社 による仲介業務としての著作権信託

仮に、信託業法の改正によって信託会社による著作権の信託が可能になったとする。そ

して仲介業務法の対象 となっている著作物について仲介業務 を行お うとする場合は仲介業

務法による現在の仲介業務 団体、即ち

社団法人 日本文芸著作権保護同盟(文 芸作品の著作権管理)

社団法人 日本音楽著作権協会(音 楽作品の著作権管理)

協同組合 日本放送作家組合(脚 本の著作権管理)

などと同じ立場に立つことになる。信託業法のほかに仲介業務法が重畳的に適用されるこ

とになるので、大蔵大臣の監督のほか文化庁長官の許 ・認可が必要であ り、その監督も受

けることになる。その上で、個別の権利者と信託契約 を締結 して著作権 を管理 し、無断使

用に対する差止めや、事前 ・事後の許諾権の行使、使用料の徴収 ・分配といった業務 を行

うことになる。既存の団体 とどのように競合できるかは別問題 として、今 日の技術からす

れば夫々のデータ ・ベースは相互にアクセスできるので、ユーザーにとってどの著作物が

どこの団体 ・信託会社に管理されているかを知 ることはさほど難 しい問題にはならないで

あろう。ただ、ユーザーに対する使用料は文化庁長官の認可に係っているので、同額 であ

ってもカルテルなどの問題は生 じないであろうが、著作権者に対する分配で一方が高 くな

ったりすると管理費用などでよほどの合理 性がない限 り、場合によっては著作権者に対し

て不信感を与えることになりかねない。即ち企業努力の問題である。

また、仲介業務法の規制対象であっても仲介業務団体が現在取扱っていない著作物につ

いて権利者 と信託契約を締結 して著作権を管理す ることが考えられる。前述のコンピュー

タ ・ソフトに含 まれる音楽などについてのみの管理がこれにあたる。この場合は、既存の

仲介業務団体 との管理の重複 ということはないわけであ り、著作物の個性に応 じたきめ細

かな管理を可能にするという意味では望ましいものといえる。

次に、現在の仲介業務法が改正 されて、適用対象の著作物が拡大したとする。この場合

も、著作権者 自身で構成される団体 という事実上の要件を別にすれば信託会社が仲介業務
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として著作権の管理 を行 うことに法律上の障害はない。著作権者自身で構成される団体 と

いう事実上の要件は著作物の無断使用に対す る禁止や許諾権の行使を中心に考え、かつ、

著作権思想が普及せず著作者も利用者も意識が低かった時代の産物であって、管理 という

点に着目すれば権利者団体が自ら管理 しなければな らないという必然性はないし、今 日的

な著作物の中には権利者団体 を構成することが極めて困難な分野(写 真 ・学術など)も あ

り得る。フォ ト・コピーによる複写に関す る集中的処理構想にみられるように、主 として

大量利用を前提 として利用許諾を余 り問題にせず、いわば報酬請求権化した著作権の管理

などでは、権利者団体のほか、出版者団体などで構成される集中処理機構に対 して著作権

者が、直接又はそれぞれの団体を通 じて権利委託することが考えられているようであるが

(後述)、集中処理機構の構成員即ち機構その ものの性格は管理能力さえあれば必ず しも制

限的に考える必要はないというべ きである。

3-2信 託会社 による仲介業務以外の著作権信託

これも、信託業法の改正によって信託会社 による著作権の信託が可能になったことを前

提 として考える。

仲介業務法の対象 となっていない著作物については自由に管理 ・処分を目的 とする著作

権の信託の引受けが可能であるし、又同法の対象 となっている著作物でも同法の規制外の

管理 ・処分 を目的 とする信託の引受けも可能である。具体的には次のような信託が考えら

れる。

① 共有著作権の受託

例えば著作権者が死亡 し、共同相続人が一定の持分で著作権を共有 したとする。著作権

法上、各共有者 自身の利用を含め他人に対す る利用許諾は共有者金貝の合意が必要 となる

(著作権法弟65条 第2項)。 また共有者全員の同意がないと、持分の譲渡 も質権の目的 とす

ることもできない(同 条第1項)。 そこで管理 を合理化するため共同相続人が、委託者兼受

益者となって、信託会社に著作権を信託 し、受託者はこれを運用 して得た利益を持分に応

じて分配する。著作物の利用を欲する者は受託者である信託会社の許諾 を得れば利用が可

能である。

② 権利の散逸を防止するための受託

前述のプログラムのソース ・コー ドの信託 もその一例であるが、出版者が多数の著作者
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の共同によって出版物を刊行する場合(例 えば記念論文集)、時の経過によって一部の著作

権者の所在 ・生死などが不明になる場合がある。こうした場合に、再版による利用許諾な

どを求める場合の困難 を解消するために、あらかじめ信託会社に複製権などを信託するこ

とが考 えられる。即 ち利用者は受託者である信託会社の許諾 を得れば利用可能 となる。著

作権法はこうした場合に裁定による強制許諾の制度を設けているが(同 法第67条)、その運

用の実態は相当の努力を払っても著作権者 と連絡 を取ることができないことの疎明が求め

られるなど、必ず しも容易でないことから信託によって事前に問題 を解消 し得 る。この信

託は、多数の権利者が存在する著作物に共通の問題であ り、前記の著作権の共同相続人の

場合 も同様である。なお、この場合同一性保持権など本来一身専属権である著作者人格権

についても信託が可能であるかどうかは議論のあるところである。著作者人格権は基本的

に譲渡することができない(同 法第59条)も のではあるが、音楽の演奏権管理や、映画の

TV放 送に伴 う吹き替えやスーパー、CMの 挿入、一部のカットなど事実上同一性保持権が

金銭請求権化 している現実 もあるからである。

③ 仲介業務法の対象となっている著作物(例 えば音楽)の 著作権の受託

これについてその利用許諾 を行 うことは仲介業務法による許 ・認可なしでは出来ないの

で、利用許諾による使用料収受のためには日本音楽著作権協会に再委託することを内容 と

する信託を引受け、同協会か ら分配される使用料を各受益者に信託会社が再分配するとい

う方法 も考えられよう(著作権 自体 を処分する場合は再委託の必要はない)。 この場合事実

上報酬請求権化 した著作権については著作権の信託 というまでもなく、実体は報酬請求権

一ー一債権一 の信託 と考 えても良いはずである。

④ 報酬請求権の受託

例 えばフォ ト・コピーによる複写に関する集中的処理機構に個々の著作権者あるいは出

版者が加入す る場合、加入に要する費用 と利用に基づ く使用料(報 酬)分 配とのバランス

で、著作権者か ら直接あるいは零細な出版者から複製に伴 う報酬請求権 を受託 して中間団

体的に管理をすることも考えられる。

なお現在欧米各国に見 られる報酬請求権は、そのほとんどが団体 を通 じての権利行使の

みを認めてお り、権利者個人での権利行使 を認めていない。 しかし、それは機器製造者な

り、図書館なりあるいは複写機 を使用する企業に対する関係の問題であって、集中処理機

構に対する権利行使のレベルでの問題ではない。集中処理機構の権利者に対する分配料率
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が、例 えば一定数量以下の者に対して切 り捨てが行われたり、大量利用に伴 って分配料率

が高率になる場合 などは、信託会社への信託によって権利を集中す ることによって結果的

に原著作権者への配当が増加 し得 る場合が有 り得 るとすれば、こうした信託 も可能性とし

て考えられるであろう。

⑤ 集中処理のための信託

著作物の中には音楽や文芸作品のように仲介業務団体ができているものがあるが、そう

した機構 を持たないものも少な くない。例えば、学術の著作物が コンピューター・データ・

ベースに入力 されたとする。データ ・ベースは独 自の著作物になるが、入力 された個々の

データに著作権がある場合、入力 自体は権利処理されたとしても、出力は個々の著作物の

複製でもあるので基本的には著作権者の許諾が必要になる。 もちろん、当初の契約で出力

についても許諾を得ていることがほとんどであろうが、データ ・ベースが他のコンピュー

ター ・データ ・ベースにアクセスされ、利用範囲が拡大した場合、当初の許諾が当然に及

び得 るかどうかは疑問がある。著作権 を譲渡 していない限り、当初の予測を越える利用が

あれば、ちょうど市販のレコー ドが放送などによって利用されたりする場合 と同様、無条

件で包括的な許諾があったと見ることは無理があ り、著作権者の保護の要請に反すること

になる。こうした問題を事前に解決するために、入力の時点での信託会社に対す る信託の

活用が考えられる。
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第4章 著作権管理の動向一複製権 について一

著作権界においては、科学技術の進展に伴 う新たな著作物の利用形態の出現及び利用そ

のもののコン トロールが不可能であるとの現実認識のもとでの著作権の管理に対する解決

への模索が続けられている。 とりわけ複写機器の急速な普及に伴い適法 な著作権処理の伴

わない大量の著作物利用の現実に対 して、著作権の保護 と著作物の円滑な利用の調和にた

った著作権処理の必要が力説され、著作権を個人レベルで処理することを断念した形での、

新 たな団体 としての 「集中処理機構」の設立が提唱されている。そこでは、個別の著作権

者による著作権管理が不可能なことを前提 としているが、「集中処理機構」が著作権管理を

する以上、何等かの方法による権利移転若しくは委託を考えざるを得ない。この権利移転

の方法 として、著作権の集中処理に関する調査研究協力者会議における中間まとめにおい

て、概要次のような提唱が為 されている。

「①著作者か ら集中的権利処理機構への権利委託の方法

ア 我が国の集中的権利処理機構が主 として取 り扱 うことになるであろう学術関係の著

作物については、一般に著作権者が個人で著作権を所有 し管理 しているのが現状であると

考 えられるところか ち、著作権 を集中化するためには、新たに権利委託に関す る契約慣行

が確立される必要がある。

イ 具体的な権利委託の方法については、複写によって経済的損失を被 っているのは、

著作者だけでな く出版者も同様であ り、使用料の分配においても出版者の利益が考慮され

なければならないこと、出版者にいったん権利が集中化されたほうが集中的権利処理機構

の権利委託事務 を簡素化できること、及び集中的権利処理機構設立には出版者が大 きな役

割 を果たす と考えられることから、著作者が当該著作物 を発行 した出版者を通 じて集中的

権利処理機構に権利委託する方法が実際的であ り、合理的であると思われる。

その際の著作者から出版者への権利委託方法については、著作権処理を委任する方法 と

著作権処理に必要な範囲で権利 を譲渡する方法がある。なお、後者の場合、著作者の権利

保護の立場から、この譲渡は、いわゆる信託的譲渡であり、かつ、譲渡する権利の範囲を
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刊行 された出版物に掲載された著作物 を当該出版物 を用いて複写する権利に限定すること

で足 りると思われる。」(昭 和58年 著作権の集中的処理機構に関する調査研究協力者会議 中

間まとめ)

この提言は、昭和59年 に公表された最終報告のレベルでは、集中的権利処理機構は、直

接著作権者から権利委託を受けるものではな く出版者を通 じて著作権処理をすることを考

えているようである。そこでの出版者 と著作権者の関係は、従来出版者が権利の譲渡を受

けて管理す る慣行がない点か らすれば、著作権の移転のない 「委任」が適当と思われると

しなが らも、 しかし乍ら、複写に関す る著作権処理 という観点か ら見ると、出版者が権利

者 としての立場に立ち、その権利が更に集中的権利処理機構に委託されている方が機構 と

利用者 との契約がより円滑に行われ、著作権者 と出版者の利益確保 に貢献できると考えら

れるので著作権者からの権利譲渡形式 をとることも考えられる。そして譲渡形式で権利委

託す る場合は、著作者に代って集中的権利処理機構が複写に関する著作権処理 を行 うため

になされるものであることか ら、いわゆる信託的譲渡が望ましいとしている。報告書は又

集中的権利処理機構の設立については主 として組織力の点から出版者団体 を主体 とし、著

作者団体 と協議、協力して設立することを考えているようであり、個々の著作権者は出版

者との出版契約に際 して、集中的権利処理機構への権利委託を前提 とした著作権の信託的

譲渡契約 を行い、ここでワン ・クッションおいた上で、出版者の団体が事実上権利者 とし

て権利 を行使 し、出版者に支払われる使用料の一定割合が著作権者に支払われる事になる

ことが考 えられている。 ということは、著作物の出版者がこの制度によって、実質的には

著作権に関する信託業務 を行 うことができることになるわけで、出版者 と著作権者 との使

用料の分配は、抽出調査に基づいて行 うのがせいぜいではあろうが、出版者 と著作権者の

契約 レベルで処理される可能 性も含んでいる。この著作権者の出版者に対する権利委託が

信託の形で行われるとした場合、前述の 「著作権二関スル仲介業務二関スル法律」の場合

と同様、信託業法に対する何等かの特別法の制定が予定されているのであろうか。ここで

集中的権利処理機構へ加入す る出版者若 しくは著作者団体が何等かの法律に基づ く許認可

にかかるもの となるとは考えられない。そうであるとすれば、信託業務の適用される信託

会社のみが信託業法上の制約によ りここから除外されることになるであろう。少 くとも、

信託会社 としては本業たる財産管理の一環 として著作権の信託を引受けてこれに参加する

可能性については検討が行われて然 るべ きものと思われる。信託業法が制限列挙主義を採
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用 してい るため、現状 では信託会社 は、著作権 の信託 を行 わないこ とが前提にな っている

ものであろ うが、一 方では仲介業務法 におけ る仲介業務 団体 に対す る と同様 の監督 ・規制

も受けず、 また信託業法 の規制 も受 けない一一般 の出版者(勿 論営利団体 としての出版会社

等 も含 む)が 、著作物 の複製につ いての使用料 の問題に限 られる とはい え、当然 に信託 を

業 として行 え ることにつ いては、法的整合性 につ いて検討 が必要 であろ うと思われる。例

えば、多 くの著作権 者か ら出版者 とは別 に、使 用料の分 配管理 を目的 として権利 を受託 し、

ここでの集 中的権利処理機構 へ加入す るこ とが誰 でもで きるのか どうか前述 の報告書は出

版者が受託者 として想定 されてい るよ うであるが、経済的、信用的に必ず しも十分 でない

出版 者か ら更 に委託 を受けて加入す る場合 も含め、検討 を要す るところであ る。

知 的所有権 は、近時、貿易 問題 を含めて その経済的機能が注 目され、伝統的 な著作物概

念 と新 たな著作物 の狭間 で、その理論的整合性 についての検討が強 く要望 されているとこ

ろであ る。 同 じ く知的所有権 といって も、工業所有権 と著作権はその沿革 も異にす るもの

であ って、直 ちに同列 に論ず るこ とは出来 ないが、 コンピュー ター ・ソフ トウェアや半導

体 チ ップの保護 の問題 を始め、バ イオテ ク ノロジー、 タイプ フェイス、 デー タ ・ベース、

サー ビス ・マー 久 トレー ド・シー クレ ッ ト等伝統的な両者の枠組 みでは必ず しも妥当な

解決 の出来 ない問題 が続出 してい る。 そこでは、権利概念がは っき りす れば後 は個別処理

で きるもの もあ るが、他 方、権利者 と利用者の間 に一般 の契約概念 では必ず しも処理 しき

れない大量 かつ包括的 な権利処理が要求 され る もの も少 くない。 そ うした中では、信託 と

い う法 的枠組 み を使 いつつ も、実体が基本的 には権 利者 の保 護乃至文化 ・産業 のための利

用 調整 とい う色彩 を強 く持 っているもの であ り、それだけに従来 の信託 には必ず しも直ち

に親 しまない問題 も包含 しているので、信 託理論 とりわけ信 託業法 との調整が必要にな る

もの と思 われ る。

(付記)

知的所有権に関する国際機構であるWIPOは 、1989年 に、著作権 と著作隣接権に関する集中

処理機構についての報告書 を発表 している。この報告書は、1987年 にジュネーブで開かれた

WIPO理 事会において採択 された1988-89年 の事業計画お よび予算書において 「国際部は著

作権及び著作隣接権 に起因する権利行使 と使用料の集中管理についての報告書 を作成 し…」 と

定め られたことに基づ いてまとめられた ものである。

報告書は、世界各国の多くの民間機関、および集中管理団体から提供された情報に基づいて作
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成されてお り、全体の構成は、1経 緯、II著 作権 と著作隣接権の集中管理についての概念 と

機能、III著 作権 と著作隣接権の集中管理の主な分野 と形態、IV著 作権 と著作隣接権の集中管

理に関する最近のWIPOの 活動、V著 作権 と著作隣接権の集中管理にある基本的問題、VI

結論、からなっている。

ここでは、著作権 の集中的管理 と信託に関わる問題のみに限定 して紹介することにする。

1ま ず、報告書は、著作権 と著作隣接権についての集中管理の必要性を、著作権 と著作隣接権

が個々の権利者によって行使できない場合の多 くが著作物の使用者が非常に多く、一般的に個

人ではすべての使用 を監視 し、使用者 と交渉 し、使用料 を徴収す るだけの能力を持ち得ないこと

を前提としている。この場合、集中管理の枠組みの中で、権利者は管理機関に権利の行使 を 『委

任』 し、管理機関は、著作物の使用を監視 し、使用を希望する者 と交渉 し、適当な使用料 と交換

に許諾証を発行 し、権利者に分配す る。このことによって、著作者、著作隣接権者の利益が計ら

れると共に使用者にも利益 をもたらすものである、 としている。

ところで、ここで著作者、著作隣接権者 と管理団体の間に締結される契約の性質については、

必ずしも明らかにされているわけではない。

音楽の分野、とりわけ演奏権管理に関しては、作曲者・作詩者は基本的に自己の持つ演奏権を

集中管理団体に移転することになるが、この場合会員組織をとる場合 と、代理人 として管理する

場合があげ られている。また、演劇的著作物については、代理委任型、美術著作物に関する追及

権に関 しては会員組織型であることが示 されているが、近似の問題であるフォ ト・コピーに関す

る権利や、実演家 とレコー ド製作者の権利、放送番組の有線送信に関する権利、私的録音・録画

に関する権利に関しては、権利者 と管理団体がいかなる契約関係にあるのかは明確にされてい

ない。

II次 に、報告書の指摘す る著作権および著作隣接権 に関する基本的問題について紹介す る。

① まず、管理 団体に対す る集 中化の程度は、(A)集 中代理、個別許諾、直接分配の方法(主

に演劇的権利、場合によっては複写権)、(B)完 全な集中管理、包括許諾他、調整を含む権利者

間の分配(音楽演奏権)、(C)集 中による権利の強化、包括許諾、個々の権利者に対す る分配は行

なわない(複 写複製権 を管理す る団体、実演家の権利を管理する団体での一例)の3種 がある。

また、個別管理か集中管理かの選択については権利者の選択に委ね、少な くとも集中管理に従 う

義務はないとするものから、法律が集中管理による権利の行使 を条件 とするもの、さらに法律で

唯一の管理団体 を決めるものがある。

もともと、著作権お よび著作隣接権の集中管理については、管理団体が権利者(会 員)の 委託
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(若しくは信託、代理権設定契約な ど)に 基づいて、その会員の権利のみを管理することができ

るものか ら、法律の定め るところにより、その団体が会員以外の者の権利も管理できる、いわゆ

る拡大集中管理 を認め るもの(相 対的拡大集中管理)、後者については、さらに一定の条件の下

で非会員が管理 を拒否できるものと権利放棄の可能性のないもの(絶 対的拡大集中管理)に 分

れる。

また、管理団体の徴収 した使用料の使途については、単純に管理経費を差 し引いて権利者に分

配す るものか ら、文化的 目的など権利者への分配以外の使用を認めるものがある。

後者については、とりわけ外国人の権利で問題がある。すなわち、自己の権利から生 じた収入

については権利者 自身が 自由に処分できるのが原則であ り、分配以外の使用には権利者の特別

の同意が必要である。とすれば、仮に集中管理が権利者の意思による場合であって も、権利者が

代理人(自 国の管理団体 を含む)を 通じる場合には、一般的な委任 代理権設定のほかに、そも

そも管理 自体が権利者の合意 を伴わないものである場合 もあるので、仮に著作権者な どが管理

団体に加入す る(ま たは加入 とみなされた)時 に入会条件 として一定額の控除が明記されてい

るとして も、 それを自由な合意 として見て良いかどうか疑問が提示されている。

私見 としては、文化的 目的であるとして も、広義には著作権に名を借 りた一種の租税負担

として考 えざるを得ない場合 も生じ得るものであ り、原則はあ くまで権利者への直接分

配にあるもの と思われる。その意味では、次に紹介す る管理団体の性格は政策的な目的を

持つ ものであってはならないのではないだろうか。

② 次にこうした管理団体の性格および数については、使用許諾の簡便性 と管理費用の削減 と

いう二つの要素か ら単一団体が望ま しいとし、特定官庁の監督下におかれた民間団体 による管

理を原則 としつつ、結局は半官半民的な性格を否定できないとして官営性が権利者の不利益に

直結するものではない としている。

唯一の管理団体の当否については、実質的に独 占の地位にある管理団体が、その地位 を乱用す

る可能性が問題 とされる。この乱用の問題は、使用許諾の要請に対す る根拠のない拒否の可能1生

と、使用者に対す る不合理な差別、使用料規定やその他の許諾条件 を独断的な方法で決定す るこ

とにある。

この点については私見であるが、管理団体 によって著作物などの円滑な利用 を計 り、以て

権利者の利益を図るという立場か ら前二者は許されるべ きことではない として も、後者

の使用料規定やその他 の許諾条件については、特定官庁の監督下 という前提がある以上、

唯一の団体性の論拠にはなり得ないもの と思われ る。コンピューターの発達 した現代社
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会では(コ ンピュー ター・ネットワークの整備 されない発展途上国には問題があるが)、

一定の範囲で団体の競争が需要 と供給の原理 をよ り促進す るものであ り、また、人格的要

素を含む著作物については、単に金銭報酬の問題に止まらないきめ細かい管理 を望む者

とそうでない者がいることも無視す ることはで きない。この点は、管理 される著作物の性

質について、 よりいっそうの検討が必要 である。

なお、報告書は、最後 に、新 しい技術や使用形態の領域(デ ータ・ベース、電子複製、著作物

の貸与 ・公貸 など)、 どのような場合、 またはどのような条件の下で、著作物および隣接権の集

中管理が正常化 され るか。どのような場合、ベルヌ条約およびローマ条約の下で保護される権利

について集中管理の強制が許 されるか、または許 され るべ きか。ベルヌ条約およびローマ条約か

らみた拡大集中管理条項の法的根拠は何か、いかにあ るべ きか。著作権および隣接権 の集中管理

において、独 占禁止法適用の具体的要件 と限度。権利者が確認できない場合の徴収 された使用料

の処理方法。共通の目的のために徴収 された報酬の一部の使用に対する判断、ベルヌ条約及びロ

ーマ条約の下でこのような規定にいかなる法的根拠が存在するか、また存在するべ きか。この共

同目的の支払いは、内国民待遇の原則か らは、どの ように妥当するか。以上の項 目については、

今後の検討が望 ましいこ とを指摘 している。
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信託法理からみた無体財産権の信託

新 井 誠



第1章 信託法理の基本的構造一信託の独 自性一

無体財産権に信託法理を応用するのは、 どのような意義 ・理由に基づ くのであろうか。

このことを理解するためには、何 よりも信託が有する独 自の機能を検討 しておく必要があ

るので、ここでは先ず信託法の民法に対する特質から検討を始めることにしたい1)。

信託法 という実定法によって生ずる法律関係には民法 と比較 してどのような独 自性があ

るのであろうか。

「法人(社 団、財団を問わない)、権利能力なき社団・財団、信託、代理、授権、非権利者

の処分に対する権利者の追認、委任(643条)、 事務管理(697条)、 組合(667条)等 は、財

産管理に関する法技術 として一括することができる2)。」あるいは 「財産 を他人に預けて、

その保管ないし管理を委託することを目的とす る契約として、民法は寄託を定めているが、

別に信託法による信託がある3)。」といわれてお り、信託が財産管理制度であることについ

ては異論 をみないものの、民法上のどのような概念が財産管理を目的 としたものであるか

については定説があるわけではない。 しか し、ここでは信託 と比較するために一応寄託 を

もって民法上の財産管理制度の典型と考 えてみたい。というのは、当事者の一方(受 寄者)

が相手方(寄 託者)の ために保管することを約してある物を受け取ることによって成立す

る寄託契約(民 法657条)は 、法形式上、民法上の他の契約 と比較 して最 も信託の定義(信

託法1条)に 近いものと考 えられるからである。

では、財産管理制度としての寄託 と信託 とはどのように異なるのか。寄託においては、

単に財産を保管をする 消極的に目的物の現状 を維持する に過 ぎない。従って、 目

的財産の所有権は一般的には移転せず、単にその占有を移転するに留まる。これに対して、

信託においては、単に消極的に目的財産 を保管するだけではな く、積極的に財産の管理 ・

運用をする 利益ないし利潤の追求を目的とする 場合をも含む。 しか も、財産管理

を委託するために、委託者から受託者に財産権を移転 して、受託者がその名において財産

管理にあたる所に本質的な特徴がある。このことを民法の体系に則 して説明すれば、寄託

においては寄託者 と受寄者 との間に受寄物の保管に関 しての債権的拘束があるに過ぎない

が、信託においては、分析的にみれば先ず委託者か ら受託者への財産権の移転があり、次
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に委託者 と受託者 との間に当該財産権(信 託財産)の 管理 ・処分に関しての債権的拘束が

生ずる。すなわち、信託は財産権の物権的移転とその管理に関する債権的拘束という二つ

の側面 を併有する制度であって、このことは寄託にはみ られない著 しい特性である。そし

て、このような信託の特性が民法上の制度には期待 しえない独 自の法律効果 をもたらすの

である。なお、民法はパンデクテン体系に立脚し、一応物権 と債権 とを区分 してお り、従

って、物権的効果 と債権的効果 とが同時に発生する概念は民法上は原則としては予定され

ていない。

ここでは 「法的帰属」と 「経済的利用可能性」 という概念を用いて筆者な りの試論を提

示 してみたい。「法的帰属」と 「経済的利用可能性」という概念にっいては詳論 を要しない

であろう。英米法の トラス トにおけるlegaltitleとequitableinterestを その内実に則し

て筆者なりにパラフレイズしたものである。「法的帰属」とは、法形式上の財産権の帰属の

ことであり、「経済的利用可能1生」 とは、財産権からの実質的・経済的な利益享受の可能1生

のことである。近代民法においては両者が同一人に帰属 しているのが常態である。近代民

法における最 も典型的な法律関係 を所有権 と売買 としてみよう。所有権においては 「法的

帰属」 と 「経済的利用可能性」 とは共に同一人である所有権者において見出すことができ

る。売買 というのは、「法的帰属」 と 「経済的利用可能1生」 とを一括して旧所有権者から新

所有権者へ と移転 させるものである。すなわち、所有権 と売買のいずれにおいても 「法的

帰属」 と 「経済的利用可能性」 との分裂はない。これを近代民法の基本原理の一つである

「所有権の絶対性」の顕現と考えることもできよう。近代民法における所有権の特徴 として

は観念性、全面性、渾一性、弾力性等が挙げられることが多いが、角度を変 えてみれば、

「法的帰属」と 「経済的利用可能性」 とが分裂 していない、ということも近代的所有権の特

質 といえるのである。なぜなら、「所有権の絶対性」というのは、所有権が種々の拘束に服

することを否定 し、目的物を全面的に支配 しうる権利として所有権 を位置づけ、それによ

って資本主義的商品交換秩序 を確立 しようとする原理であって、それ故、所有権が 「法的

帰属」 と 「経済的利用可能性」とに分裂することは、所有権の全面的支配性 を否定するこ

とになり、ひいては 「所有権の絶対性」 にも抵触するか らである。そして、「法的帰属」 と

「経済的利用可能性」との分裂がない、という所有権と売買の特質はひ とり所有権 と売買の

みならず、民法全般の特質でもある。民法上の財産管理制度 とされる寄託においても受寄

物の保管は受寄者によってなされているものの、「法的帰属」 と 「経済的利用可能性」との
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明確 な分裂 とまでいえるものは存在 しない。

これに対して、信託 という財産管理制度においては 「法的帰属」 と 「経済的利用可能性」

との明確な分裂がある。財産権の名義は受託者に移っているので、「法的帰属」者は受託者

であるが、「経済的利用可能性」 を有す るのは受益者であって、受託者と受益者が同一人で

あることは原則 としてない。 このことは自益信託、他益信託のいずれであっても異ならな

い。信託において 「法的帰属」 と 「経済的利用可能性」 との分裂が存在する、 ということ

は、近代民法の基本原理 と抵触す ることを意味し、従 って、英米法においてもコモン ・ロ

ー上はこのような分裂は承認 されておらず、 トラス トはエクイティ上の法理 として生成し

て きたのである。日本法においては、信託法によって 「法的帰属」と 「経済的利用可能性」

との分裂が実定法上承認 されてお り、そこに民法 とは異なる信託法の特質を見出す ことが

できるのである。

それは、「法的帰属」 と 「経済的利用可能性」との分裂によって信託は財産管理制度とし

てどのような機能を持つのか。民法上の所有権は所有権者の意思によってどのようにも利

用することができるいわば完全権であるのに対して、信託においてはその民法上の完全権

たる所有権に一定の拘束 を加えることが可能である。事例は枚挙にいとまないが、 ここで

は一例 を挙げるに留めたい。高齢の親がその生存中はもちろん、その死亡後も一定額の金

銭を障害のある成年者である子供の生活費または療養費に充てたいと欲する場合、民法上

の贈与、相続 という制度では所有権が完全に子供に移転 してしまうので、当該金銭の使途

は子供に委ねられることになり、生活費または療養費に充てられる保証はない。そこで親

としては当該金銭が確実に生活費または療養費に充てられるように信託を設定 し、当該金

銭に対する所有権に信託 目的による拘束を加えるのである。この事例では他益信託が設定

され、委託者は親、受益者は子供 となるが、このような信託 目的による所有権の拘束が可

能であるのは、当該金銭が信託財産 として委託者から受託者に移転され、名義著すなわち

「法的帰属」者を受託者 としたうえで、委託者と受託者 との間の債権的拘束によって子供が

「経済的利用可能性」享受者たる受益者になる、 という信託の仕組みに由来す るのである。

法形式上は受託者が所有権者 とな りなが ら、その所有権の利益 を実質的に享受するのは受

託者とは別人格である受益者である、という法的構成(=「 法的帰属」と 「経済的利用可能

性」 との分裂)こ そが、民法上の完全権たる所有権 とは異な り、受益者に属する実質的所

有権 を委託者によって設定された目的拘束性(信 託目的)に 服 させ ることを可能にしてい
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るのである。

以上の検討か ら明 らか になったこ とを次の よ うに小 括す るこ とがで きるであろ う。す な

わち、信託法理 は既存の法体系 におけ る権利 をいわば転換 させ る機能 を有 している、 と4)。

これを信託 の 「転換機能」 とい うこ とに したい。
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第2章 信託の転換機能 と著作権

無体財産権に信託法理 を活用する意義 もまさにここにある。無体財産権は近時公共的性

格が強まり、その中身は許諾権、すなわち権利の使用を許可するか否かではな く、報酬請

求権、すなわち権利を使用 させた対価を収受するものへ と変化 しつつあることが指摘 され

ている5)。それは無体財産権それ自体の機能の変容でもあるが、もしこの傾向をさらに促進

させようとするならば、信託法理の 「転換機能」 を用いることが考えられるであろう。す

なわち、無体財産権の性状 を信託によって転換させ、報酬請求権化するわけである。また

無体財産は運用次第で付加価値 を増すので、 この運用を業務 とするニーズもあると思われ

るが、無体財産権 をビジネスの対象 とすることも信託の 「転換機能」によって可能であろ

う。この種の 「転換機能」は土地信託のような事業執行型信託において既に実現されてい

る。

このように無体財産権は信託の 「転換機能」 との接点を持つわけであるが、このことを

やや体系的に述べてみたい。

先ず、一般的には無体財産権に信託法理を応用することによって無体財産権が信託法上

付与されている保護(受 託者に課せ られている忠実義務、 自己執行義務、分別管理義務、

損失填補 ・信託財産復旧義務等の厳 しい義務、信託財産の独立性、信託財産に対する強制

執行の禁止等)を 享受す ることができ、無体財産権それ自体がかなり強い独立性を保障さ

れることになる。

次に、そのことの結果 として 「転換機能」が発揮 されることになるが、「転換機能」の具

体的内容 としては、権利者の属性の転換、権利者の数の転換、財産権享有の時間的転換、

財産権の性状の転換、財産権の運用単位の転換があるので、個別的に検討 してみたい。な

お、以下は筆者の問題意識に基づ いて清水教授がまとめたものであることを明らかにして

おきたい。同教授のご好意によりここに掲げる次第である。

一26一



2-1権 利者の属性の転換

実例 としてはJASRACに よる音楽著作権(演 奏権 ・映画における上映権 ・有線放送の頒

布権)が これに該 当する。 もっとも、権利全体の属性が転換するわけではな く、信託約款

に定められた範囲でのことであり、例えば第三者の権利侵害に対 して訴訟を提起するよう

な場合は原権利者の同意を得てすることになっているなど、著作権の人格的要素に着 目し

た制約が付されている。

著作権管理が、その財産的価値に着 目する度合 いが高まった場合、例えば、コンピュー

ター ・プログラムの著作物などもっぱらその著作物の利用から生ずる経済的利益確保に注

目する分野や、 コピー(ビ デオなど)か らの複製そのものを前提 とした使用料徴収など、

実際的には著作者人格権など利用許諾の有無が棚上げになっている分野については、資本

の収集ない し回収を容易にするために経済的あるいは実務的信用力のある者を受託者とし

て介在させることが望 ましい。とりわけ、小説 ・脚本 ・歌詞 ・楽曲以外の分野については

『著作権二関スル仲介業務二関スル法律』は及ばないため、現在は 「業」 としない信託以外

は不適法になっているので、権利者の財産管理に不都合が生 じ得 る。

この場合、受託者 としての機関は、全国一律の大量処理 をする必要のある分野(コ ピ

ーの使用料徴収など)は 、一本化された機関が存在することが望ましいが、個別著作物

の利用許諾を伴 うものについては経済的需要によってその使用料等が異なることは当然

あるべ きことであ り、 この場合は著作権管理団体が著作権思想の普及という役割 を担っ

た歴史的経過を別にすれば利用料を含め特に一体化されなければならない理由はな く、

マーケットの確保・維持が可能であ りさえすれば複数団体が併存することに問題はない。

管理団体が併存す ることによって利用者に生ずる不便はデータ ・ベースのネットワーク

によって解消 し得 る。

なお、2-2の 権利者の数の転換に関する問題で もあるが、権利者の死亡によって権利

者(相続人)が増大 し権利の行使が困難になったり、あるいは著作物の利用が困難になるこ

とからの解消 とい う必要性から信託制度が利用されることも考 えられないわけではない。

2-2権 利者の数の転換

著作物の創作にあたっては、専 ら特定個人の知的活動に依存 した伝統的著作物 と、映画

や大規模のコンピューター ・プログラムに代表されるような共同作業によって創作 される
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著作物がある。前者については、 もともと単一の著作者に属 していた著作権が相続によっ

て複数の権利者の共有に属するに至った場合に権利の管理のために権利主体 を単一にする

必要が生ずる場合がある。現在のJASRACに よる管理は、各共有者が個別管理を望む場合

を除き、まさにこの問題 を解決 しているといえる。従 って、 ここでは現在法人化以外に有

効な権利一本化の方法 を持たない著作物あるいは権利の分散(共 有化)を 望 まない著作者に

ついて信頼できる個人または法人を受託者 とす る信託 を設定する必要性が考えられる。

後者については、著作権法は映画の著作物について自然人である著作者の認定 を放棄 し

映画の製作に発意 と責任 を持つ(通常法人の)映 画の製作者に著作権 を原始的に帰属させ、

また、コンピュー ター ・プログラムの著作物について法人等使用者の発意に基づ きその法

人等に従事す るものが職務上作成する著作物についてはその作成時の契約などに特別の定

めがないかぎり法人 自体を著作者 とする規定を有 している。 これらの規定については各々

知的創作にかかわ る者に対する保護が十分 でないとして批判がないわけではないが、これ

以外の著作物については、共同著作物は各著作者の共有に属することになるため経済的側

面での管理が必ず しも十分 とはいえない。例えば、多数の者による共同著作物 を利用 しよ

うとする場合(復 刻版の出版に当たっては、すべての権利者の同意を必要 とするが、原出版

者が活動を停止 しているような場合)、著作者の一人が不明である場合、現行法では67条 に

よって文化庁長官の裁定 を受けるほかはないが、編集代表者あるいは信頼できる第三者機

関に信託す ることが許 されれば復刻版の出版を望む者の便宜であるばか りでなく他の著作

者の経済的利益の保護にもなり、著作権法の目的にも合致することになる。また、権利能

力なき社団名での出版物(権 利能力なき社団です らない団体名での出版物 もある)について

の著作権管理の必要性 もある。

この場合問題にな り得 るのは、受託者の性格 である。信託会社が、現実問題 としてこ

の種の財産の信託を効果的に行えるかは疑問がないわけではないが、現在のシステムで

は信託業法の適用を受ける信託会社のみがこの種の信託 を受託できないことになるので

はないか、 という点である。

2-3財 産権享有の時間的転換

知的所有権は元来権利に時間的限界があるので、権利行使 自体 を延期することはできな

い。しかし、著作権者の経済的要求 と著作物の利用者の利用要求は必ず しも時間的に一致
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するものではない。伝統的な著作権理論は、著作権者が著作物の利用をプロモーションす

ることを考えていないので、いわばセールスをしないで販売 している者に対 して客が現れ

ればその対価を取るといった、いわば殿様商売的なものになっており、従 って需要が先行

してその時点で対価 を徴収する以上のことは想定されていない。 しか し、今 日の著作権者

の中には特定時期にのみ需要が集中すると(従って特定時期にのみ収入が集中すると)現在

の税制が累進課税になっていることから実質的な収入は確保 されないという不満がないわ

けではない。これを解消するためには権利者を法人化するほかはないが、これについても

信託制度を利用することによって利益享受の時点を延期することが可能になるのではない

か。

2-4財 産権の性状の転換

JASRACに おける著作権信託は、ある意味では知的所有権(著 作権)の 債権化 と見ること

もできる。個々の著作権者は信託の範囲で(実際的には著作人格権の一部 も含めて)信託受

益権に転換 させているのであ り、受託者であるJASRACの 信用に基づいて単なる著作権

である状態よりも処分が容易になっている。もちろん、現在の方式は証券化 を伴うもので

はないが、例えばコピー問題 における集中処理機構が個々の権利者(実 際には著作者から委

託 を受けた出版者)に分配す る場合は過去の出版等の実績の割合によらざるを得ないであ

ろうことから、実際には出版者の経済的評価(決 算=従 って株価)に 影響が生 じ得るもので

あ り、結果的には証券化された財産の一部を構成することにな り、また零細出版者が集中

処理機構に直接参加せず大出版社を通 じて分配を受ける場合、委託 を受ける大出版社 との

関係では零細出版者の持つ著作権(著 作権自体 ではなく著作権に基づ く複製に対する使用

料徴収権)は 実質的に流動性 を持つことが考えられる。

また、これは知的所有権の担保価値の問題でもある。知的所有権はその利用によって経

済的価値 を生み出すものであるところか ら、将来の収入の評価が難 しく、一般的に担保価

値 を論ずることは困難であろう。 しかし、いったんヒットした映画についてビデオ化権 を

第三者に設定する場合、その対価は契約によって定め られるべ きものであるから、単純な

売 り上げ比率によらず一定期間の定額方法を取ることも可能である。これは特許における

実施権許諾に当たって現に見 ることができるほか、コンピュー ター ・ソフ トウェア利用に

関 してIBMと 富士通の間になされたAAA(AmericanArbitrationAssociation)に よる
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仲裁例 にみ るこ とが できるように、多数 の著作物 について包括的に利用許諾 をす る という

ことがあ り得 る。

2-5財 産権の運用単位の転換

これは著作権の集中処理機構に共通の性格であるといえる。特定個人としての著作権者

による管理では十分な管理ができないことが著作権の仲介業務法の立法理由の一つにもな

ってお り、運用能力を持った受託者による管理が著作権者の利益につながるものと考えら

れてきたわけである。ただし、著作権者の利益は伝統的な第三者による利用の結果 として

の使用料請求のみならず、今 日では第三者に対する積極的なプロモー ションが求められ る

ものもないわけではない。信託会社がその ような業務をすることができるかどうかは別 と

して、 ビジネスの対象になっている著作物についてはそうした運用能力 をもつ機関への信

託ということを考える必要がある。

信託法理に親 しむかどうかを別にすれば、特許など工業所有権においては専用実施権の

設定 という形で実質的には権利の運用を第三者に委託 し、その結果 として対価を受領する

契約が特定製品にかかる権利者全員で行われることがあり、 また共有にかかる権利につい

て第三者に対 して運用を委託することが行 われている。

1)詳 細 につ いて は、拙著 『財産 管理 制度 と民法 ・信 託 法』(平 成2年 、 有斐 閣)53-59頁 参 照。

2)米 倉 明 『プ レ ップ 民法』(昭 和61年 、 弘文 堂)197頁 。

3)田 中實 『民 法読 本』(昭 和61年 、 有信 堂)212頁 。

4)詳 細 につ いて は、 四宮和夫 『信託 法(新 版)』(平 成 元年 、有 斐閣)14-35頁 参 照。

5)財 団法 人 トラ ス ト60『無体 財産 の信託 の 可能 性 に係 る基礎 調査 』(昭和63年)5-6頁 。
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